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第30回

定時株主総会
招 集 ご 通 知

日時 2019年５月29日（水曜日）

午前10時30分
受付開始　午前９時30分

場所 埼玉県秩父市大宮5911-１

ナチュラルファームシティ　農園ホテル

１階　花梨の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　監査役３名選任の件

第３号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
 

第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のため

の報酬決定の件
 

第５号議案　監査役に対する譲渡制限付株式の付与のため

の報酬決定の件

株式会社　グラファイトデザイン
証券コード：7847

表紙
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証券コード　7847

2019年５月10日

株 主 各 位
埼 玉 県 秩 父 市 太 田 2 4 7 4 番 地 １

株 式 会 社 グ ラ フ ァ イ ト デ ザ イ ン
代表取締役社長 山 田 拓 郎

第30回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

　さて、当社第30回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通

知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株

主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年５月28日

（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 2019年５月29日（水曜日）午前10時30分（受付開始　午前９時30分）

２．場 所 埼玉県秩父市大宮5911-1

　ナチュラルファームシティ　農園ホテル1階　花梨の間

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第30期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 監査役３名選任の件

第３号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第５号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げ

ます。

　なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサ

イト（アドレス　https://www.gd-inc.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（ 2018年3月 1日から
2019年2月28日まで ）

１．会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

全般的概況

当事業年度におけるわが国経済は、政府及び日銀の政策を背景に企業業績及び雇用環境は改善を見せている

一方、天候不順や物価上昇による実質所得が伸び悩んでいる状況を受け個人消費は一進一退となってお

ります。

また、海外経済においては、米国の保守主義政策による国際金融市場に及ぼす影響や中国をはじめとする東

アジア地域の経済動向及び北朝鮮情勢などの不確実性により、依然として先行き不透明な状況で推移いたしま

した。

ゴルフ業界におきましては、一部国内、海外メーカーの新商品のヒットにより、店頭での購売動向の活性化

が見られ、明るい状況で推移しておりますが、業界を取り巻く環境は依然厳しい状況にあると思われます。

このような状況の中、当社は各ゴルフメーカーに対し受注獲得の取り組みを強化し、生産効率の向上に取り

組んでまいりました。

その結果、当事業年度の業績は、売上高2,965,753千円（前期比1.5%増）、営業利益は356,995千円(前期比

13.8%減)、経常利益は376,597千円(前期比5.9%減)、当期純利益は249,625千円(前期比3.2%減)となりました。

主要セグメントについては下記のとおりであります。

当社は、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフト等製造販売及びゴルフクラブ組立加工事

業を行っております。

従って、経営の多角化を示すような事業の種類がないため、記載しておりません。

(2) 設備投資の状況

　　当事業年度中において実施いたしました当社設備投資等の総額は、266,207千円（車両運搬具は除く）であ

ります。その主な内訳は、ゴルフ組立加工事業に係る221,067千円及びゴルフシャフト等製造販売事業に係る

19,878千円と全体共通に係る13,756千円であります。

－ 2 －

事業の経過及びその成果、設備投資の状況
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(3) 資金調達の状況

　特記すべき該当事項はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　特記すべき該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

　特記すべき該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　特記すべき該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　特記すべき該当事項はありません。

(8) 直前３事業年度の財産及び損益の状況の推移

当社の財産及び損益の状況の推移

区 分
第27期

2016年2月期
第28期

2017年2月期
第29期

2018年2月期

第30期
（当事業年度）
2019年2月期

売 上 高 2,770,981千円 2,946,308千円 2,921,617千円 2,965,753千円

経 常 利 益 47,683千円 362,631千円 400,213千円 376,597千円

当 期 純 利 益 16,131千円 248,072千円 257,889千円 249,625千円

１株当たり当期純利益  2円51銭  38円58銭  40円11銭 38円82銭

総 資 産 4,983,919千円 5,366,473千円 5,349,553千円 5,459,988千円

純 資 産 4,106,174千円 4,232,022千円 4,361,154千円 4,451,695千円

(注)１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。

－ 3 －

資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況、他の会社の事業の譲受けの状況、吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関す
る権利義務の承継の状況、他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況の推移
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(9) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

　当事業年度末日現在、当社には子会社はありません。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

　該当事項はありません。

④ その他

　該当事項はありません。

(10) 対処すべき課題

① 経営に関する事項

当社を取り巻く経営環境は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費は緩やかに回復が進んでおります

が、近隣諸国との政治的緊張は予断を許さない状況であり、先行きの不透明感が続いているものと思われ

ます。

また、ゴルフ市場環境は、一部ゴルフクラブ等の販売に明るい兆しはあるものの、ゴルフ人口の減少は

否めず、不透明感が懸念されます。

このような状況の中、当社は販売拡充に努め、各メーカーへのコンセプトに合った共同開発による製品

提供を図ることを基本的な戦略とし、また、積層技術を生かした新規事業の開拓に努めております。

当社においての取り組みは下記のとおりであります。

ゴルフシャフト製造販売については、販売数量拡大に向け、カスタム採用の有効性への理解を更に高め、

既存事業の収益の安定化に努めたいと考えております。

また、コンポジット関連においては各種製品への取り組みを図り事業展開できるよう取り組んでおりま

す。

② 剰余金の配当等について

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績の向上に鋭意努めておりますが、｢1.会社の現況に関す

る事項（1）事業の経過及びその成果｣にも記載しておりますとおり、当社を取り巻く環境は依然として厳

しい状況が続くものと思われます。

　当事業年度につきましては、１株当たり20円の普通配当に特別配当５円を加えた25円の期末配当とさせ

て頂きたいと存じます。

　また、内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競

争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、更には、グローバル戦略の展開を図るた

めに有効投資し、将来の事業展開を通じて株主の皆様に還元させて頂きたいと考えております。

－ 4 －

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題
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(11) 主要な事業内容（2019年2月28日現在）

　炭素繊維製ゴルフシャフト等製造販売事業

　ゴルフクラブ組立加工事業

(12) 主要な営業所及び工場（2019年2月28日現在）

名 称 所 在 地

本 社 ・ 工 場 ( 当 社 ) 埼玉県秩父市太田2474番地１

(13) 従業員の状況（2019年2月28日現在）

区 分 従業員数(名)
前事業年度末比増減

（名）
平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

男 性 65(－) △2(－) 39.1 13.0

女 性 55(－) △1(－) 39.1 10.0

合 計 120(－) △3(－) 39.1 11.1

(注)従業員数は、就業員数であり、臨時雇用者数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(14) 主要な借入先の状況（2019年2月28日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 80,000千円

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 60,000千円

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 60,000千円

(15) その他会社の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 5 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先、その他会社の現況に関する重要な事項
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２．株式に関する事項（2019年2月28日現在）

（1）発行可能株式総数 27,782,400株

（2）発行済株式の総数 6,945,600株

（自己株式516,064株を含む）

（3）単元株式数 　100株

（4）株主数 3,184名

（5）大株主(上位１０名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

山 　 田 　 拓 　 郎 922,400株 14.34％

高 　 野 　 東 　 治 406,000株 6.31％

東 レ 株 式 会 社 360,000株 5.60％

山 　 田 　 園 　 子 260,000株 4.04％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ）

216,600株 3.36％

木 　 本 　 裕 　 二 185,900株 2.89％

杉 　 浦 　 久 　 夫 150,400株 2.33％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 144,200株 2.24％

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC   ISG 

(FE-AC)

( 常 任 代 理 人 　 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 )

84,500株 1.31％

松 　 田 　 喜 　 良 79,100株 1.23％

(注）1.当社は自己株式516,064株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2.持株比率は、自己株式(516,064株）を控除して計算しております。

3.アストマックス投信投資顧問株式会社から、2018年6月7日付で提出された大量保有報告書により、359,200株（発行済株式の総数

（自己株式を除く）に対する割合5.59％）の当社株式を所有している旨の報告がありましたが当社として当事業年度末現在におけ

る実質所有株式数の確認ができないため、上表には含めておりません。

（6）その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

－ 6 －

株式に関する事項、新株予約権等に関する事項
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況（2019年2月28日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 社 長
（ 代 表 取 締 役 ）

山 田 拓 郎

取 締 役 副 社 長
( 代 表 取 締 役 )

木 本 裕 二 企 画 部 部 長

取 締 役 専 務 松 田 喜 良 開 発 部 部 長

常 務 取 締 役 窪 田 　 悟
管 理 部 部 長
内 部 監 査 ・ 内 部 統 制 室 室 長

取 締 役 松 本 敬 三 製 造 部 部 長 兼 品 質 管 理 室 長

取 締 役 高 須 　 淳 営 業 部 部 長

取 締 役 和 田 壮 司
公 認 会 計 士
株式会社日本財産コンサルタンツ　代表取締役
税理士法人audience　代表社員

常 勤 監 査 役 杉 浦 久 夫

監 査 役 佐 藤 史 芳
税 理 士
七福商事株式会社　社外取締役

監 査 役 町 田 政 行 税 理 士

 （注）１.取締役和田壮司氏は、社外取締役であります。

２.監査役佐藤史芳及び監査役町田政行の両氏は、社外監査役であります。

３.監査役佐藤史芳及び監査役町田政行の両氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

（2）事業年度中に辞任した取締役及び監査役

　該当事項はありません。

（3）独立役員

　当社は、取締役和田壮司氏及び監査役佐藤史芳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。

－ 7 －

会社役員に関する事項
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（4）責任限定契約の内容の概要

　当社の定款においては、取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役の会社法第423条第1項

の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結することが

できる旨を定めており、当社は取締役和田壮司氏、監査役杉浦久夫氏、監査役佐藤史芳氏及び監査役町田

政行氏との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ

く損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。

（5）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区 分
支 給
人 員

報 酬 の 総
額 額

基 本 報
酬 額

賞 与 額
退職慰労引
当金繰入額

取 締 役
（うち社外取締役）

７名
（１名）

138,095千円
（1,920千円）

104,190千円
（1,800千円）

17,300千円
（－千円）

16,605千円
（120千円）

監 査 役
（うち社外監査役）

３名
(２名)

10,685千円
(2,560千円)

9,900千円
(2,400千円)

－千円
(－千円)

785千円
(160千円)

合 計
（うち社外役員）

10名
（３名）

148,780千円
（4,480千円）

114,090千円
（4,200千円）

17,300千円
（－千円）

17,390千円
（280千円）

（注）１.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２.取締役の報酬限度額は、2001年5月25日開催の第12回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含ま

ない)と決議頂いております。

３.監査役の報酬限度額は、2001年5月25日開催の第12回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議頂いております。

４.取締役及び監査役の報酬等決定に関する概要

　　①取締役の報酬は、固定報酬と退職慰労金、役員賞与との構成になっております。固定報酬は、役員報酬規程に基づき役位別

に標準報酬を定め、役位の職務評価をすることによって妥当な水準で設定し、取締役会において各人別の報酬額を決定する

こととしております。

　　②監査役の報酬は、固定報酬と退職慰労金との構成になっております。固定報酬は、役員報酬規程に基づき役位別に標準報酬

を定め、監査役の協議で決定することとしております。

　　③取締役及び監査役の退職慰労金については、役員退職慰労金規程により算出し決定しております。

　  ④役員賞与については、会社の状況等業績及び経営への寄与等を勘案しながら、支給額を決定しております。

－ 8 －
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（6）社外役員に関する事項

　① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

　社外取締役和田壮司氏は、株式会社日本財産コンサルタンツの代表取締役及び税理士法人audienceの

代表社員であります。当社と株式会社日本財産コンサルタンツ及び税理士法人audienceとの間には特

別の利害関係はありません。

　社外監査役佐藤史芳氏は、七福商事株式会社の社外取締役であります。当社と七福商事株式会社との

間には特別の利害関係はありません。

　② 当事業年度における主な活動状況

取 締 役 会
（ 1 7 回 開 催 ）

監 査 役 会
（ 1 3 回 開 催 ）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 和 田 壮 司 16回 97.1％ － －

監 査 役 佐 藤 史 芳 17回 100.0％ 13回 100.0％

監 査 役 町 田 政 行 17回 100.0％ 13回 100.0％

　③ 取締役会及び監査役会における発言状況

　社外取締役和田壮司氏は、取締役会において主に公認会計士の見地から意見を述べるなど、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　社外監査役佐藤史芳氏及び社外監査役町田政行氏は、取締役会及び監査役会において主に税理士の見

地から意見を述べるなど、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・

提言を行っております。

－ 9 －
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５．会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

（2）報酬等の額

支 払 額

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15,000千円

②当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 15,000千円

  (注) 1.①は公認会計士法第2条第1項の監査証明業務に係る報酬であります。

2.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分して

おらず、実質的にも区分できないため①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）会計監査人の報酬等の額に監査役会が同意した理由

　当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方

法及び監査内容などを確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の

報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行いました。

（4）非監査業務の内容

　該当事項はありません。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総

会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全

員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初

に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

（6）会計監査人が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項

　該当事項はありません。

（7）責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

（8）当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の子会社の計算書類監査の状況

　該当事項はありません。

－ 10 －
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

Ⅰ.業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社が「業務の適正を確保するための体制」として取締役会において決議し、内部統制システム構築の基本

方針を定め、この基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後もより効率的な内部統制シ

ステムの構築を目指し、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図るため、次のような体制にしておりま

す。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンスの推進については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」並びに「倫理規程」

に基づき、取締役及び使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として業務運営にあたるよ

う指導し、実践する。

コンプライアンスに関する主管は管理部と定め、担当取締役をその責任者とする。また内部監査室は、内

部監査を担当し、各部門の業務プロセス等の監査を通じて、コンプライアンスの状況をモニターし、その内

容を代表取締役社長と監査役に報告する。

(2) 損失の危険に関する規定その他の体制

当社は、全社的なリスクを網羅的に管理するため「経営リスクマネジメント規程」を設定し、社長は経営

リスクマネジメントシステムの構築と維持に責任を持つ。社長は内部統制室に対し、経営リスクの分析・評

価・対応策を構築させ、各業務部門に対応策の実行を要請する。

製品の品質問題に関しては「品質管理委員会」、労働安全衛生面に関しては「安全衛生委員会」が設置さ

れ、それぞれリスク対応策を実施する。

緊急事態の発生した場合の対応については、「緊急時対応規程」を定め、管理部が所管し、必要に応じて

緊急対策本部を設置、必要な対応を図ることとする。

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督をするとと

もに、取締役間の意思疎通を図る。

課長職以上で構成する経営会議を毎月1回開催し、会社の経営状態と業務に関する情報等の共有化を図り、

経営の迅速化を図る。

当社は、取締役会において中期経営計画及び各年度の経営計画と利益目標を作成し、各部門においてその

達成のために必要な具体策を立案して実行し、月例の取締役会及び経営会議においてその進捗状況等をフォ

ローする体制とする。

－ 11 －
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(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会議事録、稟議決裁書その他取締役の職務に係る情報・文書は、社内規程に基づき適切に

保存・管理する。

取締役または監査役の要求があるときは、これらを閲覧に供する。

また経営情報等の管理については、「情報セキュリティ規程」及び「情報セキュリティ細則」を定め、全

使用人が遵守するよう各所管部門長が指導するとともにモニターを行う体制とする。

(5) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使

用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、現在監査役を補助する使用人はいないが、監査役から要望があった場合は、内部監査室を中心に

監査役の業務を補助するためのスタッフを置く。なお、当該スタッフの任命、異動、評価、懲戒は、監査役

会の同意を得たうえで行うものとし、当該スタッフの独立性を確保するものとする。

(6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が

実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人は、監査役に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状

況及びリスク管理に関する重要な事項、重大な法令・定款への違反事項、その他コンプライアンス上重要な

事項について報告しなければならない。

取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、その職務の執行に関する事項の説明を行う。なお、監査役へ

報告をした者が、報告したことを理由として不利な扱いを受けないこととする。

(7) 監査役の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役会として監査役の職務執行に必要な費用については、当社が負担する。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見を交換し、意思疎

通を図るものとする。

内部監査を担当する内部監査室及び会計監査人は、定期的または必要の都度、監査結果について監査役に

報告を行う。

監査役は、取締役会等重要な会議に参加して意見を述べることができる。

(9) 財務報告の適正性を確保するための体制の整備

当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、

内部統制システムの構築を行うとともに、当該システムと金融商品取引法及びその他の関連法令等との整合

を確保するために、その仕組みを継続的に評価・報告し必要な是正を行う。

－ 12 －
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(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たないという意識を取締役

及び使用人にも周知させる。万一、反社会的勢力から直接、間接を問わず不当な要求を受けた場合は、法律

の専門家や警察署等と連携して対処し、毅然とした態度で対応するものとする。

Ⅱ.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、取締役会において決議された「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、定期的に評価し、必

要な改善措置を講じるほか、法令や経営環境の変化等に対応して見直しを行い、効果的な体制の整備・運用を

しております。

（1）当社は、毎月１回の定例取締役会のほか、課長職以上で構成する経営会議を毎月１回開催し、会社の経

営状態と業務に関する情報等の共有化を図っております。また、取締役会及びその他の会議開催ごとに

議事録等を作成し、管理部にて保存管理しております。

（2）常勤監査役は、当社取締役会のほか、課長職以上で構成する経営会議にも出席するとともに、取締役等

から個別に業務執行の状況について聴取を行うなど、業務の状況等を確認検証し、監査役会において情

報が共有されております。また、常勤監査役は、会計監査人と四半期ごとに情報交換を行っております。

（3）財務報告に係る内部統制につき、財務報告の適正性と信頼性を確保するため、当事業年度の内部統制評

価計画に基づき、内部統制評価を実施しました。

（4）反社会的勢力排除については、お取引先様との契約書等に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込むと

ともに、反社会的勢力の情報を収集する取組を継続的に実施しております。

７．株式会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めて

おりません。

－ 13 －

業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針



事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2019/04/19 13:35:45 / 18479478_株式会社グラファイトデザイン_招集通知（Ｃ）

貸　借　対　照　表

（2019年2月28日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

商 標 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

保 険 積 立 金

会 員 権

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

4,341,472

3,460,949

49,209

454,694

166,892

74,728

72,097

7,242

958

25,349

29,852

△502

1,118,516

853,955

510,434

76,517

30,886

17,999

22,416

195,701

34,829

19,362

13,547

1,920

229,731

29,942

3,725

119,782

13,201

59,448

3,631

流 動 負 債 730,619

買 掛 金 201,616

短 期 借 入 金 354,502

未 払 金 34,103

未 払 費 用 23,437

未 払 法 人 税 等 74,394

預 り 金 2,688

賞 与 引 当 金 38,128

そ の 他 1,749

固 定 負 債 277,673

退 職 給 付 引 当 金 49,892

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 150,561

資 産 除 去 債 務 77,219

負 債 合 計 1,008,293

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,466,121

資 本 金 589,612

資 本 剰 余 金 582,653

資 本 準 備 金 582,653

利 益 剰 余 金 3,750,019

利 益 準 備 金 39,351

そ の 他 利 益 剰 余 金 3,710,668

別 途 積 立 金 1,700,000

繰 越 利 益 剰 余 金 2,010,668

自 己 株 式 △456,164

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △14,426

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △14,426

純 資 産 合 計 4,451,695

資 産 合 計 5,459,988 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,459,988

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（ 2018年3月 1日から
2019年2月28日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,965,753

売 上 原 価 1,541,652

売 上 総 利 益 1,424,100

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,067,105

営 業 利 益 356,995

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,277

受 取 手 数 料 2,993

為 替 差 益 10,995

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 46

雑 収 入 5,413 22,725

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,688

雑 損 失 435 3,124

経 常 利 益 376,597

特 別 利 益

保 険 解 約 返 戻 金 3,367 3,367

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 154 154

税 引 前 当 期 純 利 益 379,810

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 132,136

法 人 税 等 調 整 額 △1,951 130,184

当 期 純 利 益 249,625

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 15 －
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株主資本等変動計算書

（ 2018年3月 1日から
2019年2月28日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資 本
合 計

資本準備金
資 本 剰 余 金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

2018年3月1日　残高 589,612 582,653 582,653 39,351 1,500,000 2,108,922 3,648,273 △456,164 4,364,374

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △147,879 △147,879 △147,879

当 期 純 利 益 249,625 249,625 249,625

別途積立金の積立 200,000 △200,000 － －

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － 200,000 △98,253 101,746 － 101,746

2019年2月28日　残高 589,612 582,653 582,653 39,351 1,700,000 2,010,668 3,750,019 △456,164 4,466,121

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2 0 1 8 年 3 月 1 日 　 残 高 △3,220 △3,220 4,361,154

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △147,879

当 期 純 利 益 249,625

別 途 積 立 金 の 積 立 －

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変動額(純額)

△11,205 △11,205 △11,205

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △11,205 △11,205 90,540

2 0 1 9 年 2 月 2 8 日 　 残 高 △14,426 △14,426 4,451,695

  (注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 16 －

株主資本等変動計算書



2019/04/19 13:35:45 / 18479478_株式会社グラファイトデザイン_招集通知（Ｃ）

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの

当事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

を採用しております。

・時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・製品・原材料

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

・仕　掛　品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

・貯　蔵　品

終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月1日以降取得の建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月1日以降に取得

した建物附属設備、構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物…………８年から31年

構築物………７年から30年

機械装置……２年から９年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込利用可能期間(５年)による定額法を採用しております。

③  長期前払費用

均等償却を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

－ 17 －
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(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理の方法

　 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,408,664千円

　　　上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額550千円が含まれております。

３．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 6,945,600株 －株 －株 6,945,600株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 516,064株 －株 －株 516,064株

(3) 剰余金の配当に関する事項

　配当金支払額等

決　　　　　　　　議 株 式 の 種 類
配当金の総額

(千円)
１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基　　　準　　　日 効 力 発 生 日

2 0 1 8 年 ５ 月 2 9 日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 147,879 23 2018年２月28日 2018年５月30日

(4) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決　 議　 予　 定 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資
配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基　　準　　日 効 力 発 生 日

2 0 1 9 年 ５ 月 2 9 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利 益 剰 余 金 160,738 25 2019年２月28日 2019年５月30日

(5) 新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

－ 18 －
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４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。

②　金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクを内包しております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクを内包しておりま

す。

営業債務である買掛金及び運転資金としての短期借入金は、１年内の支払期日であり、支払期日に手持ち資金が不足する流動性

リスクがあります。

③　金融商品に対するリスク管理体制

イ．信用リスク

当社は、営業債権について取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、各営業部門が主要な取引先の状況等を定期的

にモニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。

ロ．市場リスク

当社は、投資有価証券については、定期的に時価や取引先の財務状況を把握しております。変動金利の借入金のうち長期

については、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとに取引を行っております。

ハ．流動性リスク

当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性を高水準に保つことによりリスクを回避しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

① 現金及び預金 3,460,949 3,460,949 －

② 受取手形 49,209 49,209 －

③ 売掛金 454,694 454,694 －

④ 投資有価証券 29,942 29,942 －

⑤ 長期貸付金 4,683 4,527 △155

資産計 3,999,479 3,999,323 △155

⑥ 買掛金 (201,616) (201,616) －

⑦ 短期借入金 (354,502) (354,502) －

⑧ 未払金 (34,103) (34,103) －

⑨ 未払法人税等 (74,394) (74,394) －

負債計 (664,616) (664,616) －

（*）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

－ 19 －
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(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

①現金及び預金

預金はすべて短期間であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

②受取手形及び③売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

④投資有価証券

株式は取引所の価格によっております。なお、有価証券は、その他有価証券として保有しております。

⑤長期貸付金(1年以内回収予定を含む)

長期貸付金の時価の算定は、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算

定しております。

負債

⑥買掛金、⑦短期借入金、⑧未払金及び⑨未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　該当事項はありません。

－ 20 －

個別注記表



2019/04/19 13:35:45 / 18479478_株式会社グラファイトデザイン_招集通知（Ｃ）

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

金 　額

繰延税金資産（流動）

未払事業税 2,185千円

賞与引当金 11,629千円

たな卸資産評価損 5,044千円

その他 6,490千円

小　　計 25,349千円

繰延税金資産（流動)合計 25,349千円

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金 45,921千円

ゴルフ会員権 5,300千円

退職給付引当金 15,217千円

その他 30,160千円

小      計 96,599千円

評価性引当額 △28,297千円

繰延税金資産（固定）合計 68,301千円

繰延税金資産合計 93,651千円

繰延税金負債

繰延税金負債（固定）

その他 △8,853千円

繰延税金負債（固定）合計 △8,853千円

繰延税金負債合計 △8,853千円

繰延税金資産（△負債）の純額 84,797千円

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 692円38銭

(2) １株当たり当期純利益 38円82銭

 (注) １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により､

　　　１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

７．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 21 －
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年4月10日

株式会社グラファイトデザイン

取締役会　御中

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 坂 本 裕 子 ㊞

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 宮之原  大  輔 ㊞

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社グラファイトデザインの2018年３月１日から2019年２月

２８日までの第３０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及

び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 22 －
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監査役会の監査報告

監査報告書

　当監査役会は、2018年３月１日から2019年２月28日までの第30期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した

監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取

締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門

その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし

た。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社業務及び財産の状況を調査いたしました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の

業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取

締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ

の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行

われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005

年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

(１) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年4月12日

株式会社グラファイトデザイン監査役会

常勤監査役 杉 浦 久 夫 
監　査　役 佐 藤 史 芳 
監　査　役 町 田 政 行 

(注）監査役佐藤史芳及び町田政行の2名は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以　上

－ 23 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　　期末配当に関する事項

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の 重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本とし

ながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第30期の期末配当をいたしたいと存じます。

　こうした考えのもと、期末配当につきましては、１株につき普通配当20円に特別配当５円を加え

た25円とさせていただきたいと存じます。

(1）配当財産の種類　　　金 銭

(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき25円（うち、普通配当20円・特別配当５円）

配当総額　１６０，７３８，４００円

(3）剰余金の配当が効力を生じる日

2019年５月30日

－ 24 －

剰余金の処分の件



2019/04/19 13:35:45 / 18479478_株式会社グラファイトデザイン_招集通知（Ｃ）

第２号議案　監査役３名選任の件

　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任

をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

所有する当社の株式数

39,500株

候補者番号

1
い ま

今
む ら

村
 

　
け ん

健
ぞ う

造（1950年11月28日生） 新 任

［略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）］

1970年 1 月 株式会社丸江入社

1970年 7 月 東レ株式会社入社

1997年10月 当社入社　管理部長付

1998年１月 当社管理部長

1999年 5 月 当社取締役就任　管理部長

2001年 8 月 GDIMEX S.A. DE C.V.

取締役就任

2002年 2 月 GRAPHITE DESIGN

INTERNATIONAL, INC.

取締役就任

2004年 5 月 当社常務取締役就任

　　　　　　管理部長

2006年 4 月 当社常務取締役 管理本部長

　　　　　　   管理部長

2007年 8 月 GRAPHITE DESIGN

INTERNATIONAL, INC.

代表取締役就任

GDIMEX S.A. DE C.V.

代表取締役会長兼社長就任

当社常務取締役

管理本部長・管理部長

兼経営企画室長

2008年 4 月 当社常務取締役

管理部長兼経営企画室長

2012

2013

年

年
5

5

月

月

当社相談役 就任

当社相談役 退任

選任理由

今村健造氏は、当社入社後、長年管理部門において、常務取締役として管理部長兼経営企画室長としての豊富

な経験と見識を有しております。当社としては、当社の経営が適正法・適正性を維持できるよう、同氏に経営

監査を担っていただきたいと考えおり、監査役候補者といたしました。

－ 25 －

監査役３名選任の件
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所有する当社の株式数

7,300株

候補者番号

2
 ま ち  

町
だ

田
 

　
 ま さ  

政
 ゆ き  

行（1946年２月10日生） 再 任

［略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）］

1964年 4 月 関東信越国税局任官

2005年 7 月 行田税務署長退任

2005年 8 月 税理士登録

町田政行税理士事務所開設

2011

2017

年

年

5

12

月

月

当社社外監査役就任

　(現在に至る)

税理士法人東川口税務研究

センター　大宮事務所

社員税理士（現在に至る）

現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の
時をもって8年となります。

選任理由

町田政行氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的知識を当社の監査に

反映していただくことを期待したため引き続き社外監査役候補者といたしました。

なお、町田政行氏は、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適正に遂行できるものと判断してお

ります。

－ 26 －

監査役３名選任の件



2019/04/19 13:35:45 / 18479478_株式会社グラファイトデザイン_招集通知（Ｃ）

所有する当社の株式数

－株

候補者番号

3
お お

大
は し

橋
 

　
か ず

一
お

生（1954年６月９日生） 新 任

［略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）］

1980年 4 月 監査法人中央会計事務所（の

ち中央青山監査法人・みすず

監査法人）入所

1983年 3 月 公認会計士登録

1993年 8 月 同法人社員（パートナー）

1998年 8 月 同法人代表社員

（シニアパートナー）

2006年 7 月 新日本有限責任監査法人入

所　同法人代表社員

（現EY新日本有限責任

　　　　　　　 監査法人）

（シニアパートナー）

2016年 7 月 大橋一生公認会計士事務所

開設　(現在に至る)

2017年 6 月 株式会社サンリオ

社外監査役　(現在に至る)

[重要な兼職の状況]

　株式会社サンリオ社外監査役

選任理由

大橋一生氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立

的な第三者立場から客観的に監査役としての役割を果たしていただけると判断し、新たに社外監査役候補者と

いたしました。

なお、大橋一生氏は、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適正に遂行できるものと判断してお

ります。

（注）１.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２.町田政行氏、大橋一生氏は、社外監査役候補者であります。

３.監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

当社は、会社法第427条第1項及び当社定款第42条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約

を監査役との締結することができる旨定めております。

現在町田政行氏と締結しており、同氏が再任された場合は当該契約を継続する予定であります。

また、当社は、今村健造氏、大橋一生氏の選任が承認され就任した場合には、両氏と責任限定契約を締結する予定でありま

す。

４.当社は、町田政行氏、大橋一生氏の選任が承認された場合には、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出を

予定しております。

－ 27 －

監査役３名選任の件
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５.役員等選任指名

① 監査役候補者の指名に係る選定基準

当社の監査役候補者は、下記の基準を充足するものを指名する。

ア.優れた人格・見識を有し、経営感覚等に優れ、諸問題に精通していること。

イ.全社的な見地で、客観的に分析・判断する能力がある者

ウ.全社的な見地で、自らの意見を申し述べることができること。

エ.会社法第335条第１項各号に定める監査役の欠格事由に該当しないこと。

② 選任手続

ア.監査役の選任は、株主総会の決議によるものとし、株主総会に提案する監査役候補者は、代表取締役が上記の基準に基

づき推薦し、監査役会の同意を得たうえで提案する。

イ.監査役の選任は、株主総会への選任議案提出に対する監査役会の同意を得て、取締役会にて審議のうえ決定される。

６.社外役員候補者の資格及び選定基準

① 社外監査役選定基準

　　　以下の各号に定める条件を満たす者

　　　ア.誠実な人格、高い識見と能力を有し、法律・会計・企業経営等の分野において専門的知識と経験を有している者。なお、

性別、国籍は問わない。

　　　イ.会社法第335条で準用する同法第331条第1項各号に定める監査役の欠格事由に該当しない者

　　　ウ.会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者

② 独立性の基準

　　　社外取締役または社外監査役の独立性基準を以下に定め、いずれの事項にも該当しない者については、独立性が認められる

者として判断します。

　　　但し、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断

　　　することは防げられないものとします。

　　　ア.当社の業務執行者または過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役、監査役または

会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）において当社の業務執行者であった者

　　　イ.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

　　　ウ.当社の主要な取引先またはその業務執行者

　　　エ.当社から役員報酬以外に、その者の直近事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から5,000万円以上を得

ている団体に所属する者）

　　　オ.当社が借入れを行っている主要な金融機関の業務執行者

　　　カ.当社の主要株主または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者

　　　キ.当社が主要株主である会社の業務執行者

　　　ク.過去3年間において上記イ.からキ.に該当していた者

－ 28 －

監査役３名選任の件
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第３号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

　監査役杉浦久夫氏並びにに佐藤史芳氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されま

すので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内

で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

　なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議によることにご一任願いたいと

存じます。

　退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

杉 浦 久 夫 2007年５月　当社常勤監査役（現任）

佐 藤 史 芳 2003年５月　当社社外監査役（現任）

－ 29 －
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第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役報酬等の額は2001年5月25日開催の第12回定時株主総会において、年額2億円以内（ただし、使用

人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の

持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを

目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給

することにつきご承認をお願いいたします。

本議案に基づき当社の取締役（以下「対象取締役」といいます。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支

給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額5,000万円以内（うち社外取締

役分年額300万円以内）といたします。

また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会の決議により決定することといたします。

なお、現在の取締役は７名（うち社外取締役1名）です。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産

として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社

の普通株式の総数は、年70,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当

社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分を

される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。）

とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株

式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に

特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に

当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」

といいます。）を締結するものとします。

（1）対象取締役は、3年間から10年間までの間で当社の取締役会が定める期間（以下「譲渡制限期間」とい

う。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲

渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

 

（2）対象取締役が譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役又は監査役その他当社取締役

会で定める地位を喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本

割当株式を当然に無償で取得する。

（3）上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、当社取締役会が別途定める期間、継続して、当社

又は当社の子会社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割

当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役

が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に

定める地位を喪失した場合には、当該喪失の直後をもって、対象取締役が保有する本割当株式の全部につ

き、本譲渡制限を解除するものとする。

－ 30 －

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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（4）当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割

当株式を当然に無償で取得する。

（5）上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全

子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただ

し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で

承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の

日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立

ち、譲渡制限を解除する。

 

（6）上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点に

おいてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

 

（7）本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割

当契約の内容とする。

－ 31 －

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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第５号議案　監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の監査役報酬等の額は2001年5月25日開催の第12回定時株主総会において、年額5千万円以内とご承認いた

だいておりますが、今般、監査役に株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持

へのインセンティブを付与することを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の監査役に対し、新たに譲渡

制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いいたします。

本議案に基づき当社の監査役（以下「対象監査役」といいます。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支

給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額300万円以内といたします。

また、各対象監査役への具体的な配分については、監査役の協議により決定することといたします。

なお、現在の監査役は３名（うち社外監査役２名）ですが、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、監

査役は３名（うち社外監査役２名）となります。

また、対象監査役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産

として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社

の普通株式の総数は、年4,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当

社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分を

される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。）

とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株

式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象監査役に

特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に

当たっては、当社と対象監査役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」

といいます。）を締結するものとします。

（1）対象監査役は、3年間から10年間までの間で当社の取締役会が定める期間（以下「譲渡制限期間」とい

う。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲

渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

 

（2）対象監査役が譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役又は監査役その他当社取締役

会で定める地位を喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本

割当株式を当然に無償で取得する。

（3）上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象監査役が、別途定められる期間、継続して、当社又は当社の

子会社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全

部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象監査役が、上記

(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地

位を喪失した場合には、当該喪失の直後をもって、対象監査役が保有する本割当株式の全部につき、本譲

渡制限を解除するものとする。

－ 32 －

監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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（4）当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割

当株式を当然に無償で取得する。

（5）上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全

子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただ

し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で

承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の

日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立

ち、譲渡制限を解除する。

 

（6）上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点に

おいてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

 

（7）本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割

当契約の内容とする。

以上

－ 33 －

監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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株主総会会場ご案内図

会場　埼玉県秩父市大宮5911-1

ナチュラルファームシティ　農園ホテル１階　花梨の間

電話  0494-22-2000

開催日時　2019年５月29日（水曜日）午前10時30分（受付開始　午前9時30分）

農園ホテル

←至長　･花園I.C.

G.S.

ファミリーマート
看板あり

丸亀製麺

秩父警察署

陸橋

G.S. ちちぶちちぶ　野家おおのはら

国道140号

（秩父鉄道）（秩父鉄道）セブンイレブンセブンイレブン

（秩父市街･中央通り）（秩父市街･中央通り）

秩父橋 荒 川

おはなばたけ

せいぶ
ちちぶ
せいぶ
ちちぶ

一方通行一方通行

至正丸峠↑

至
三
峰
↑

秩
父
市
役
所

秩
父
市
役
所

（
西
武
鉄
道
）

国
道
２
９
９
号

→
←

交通　　■電車

池袋－（西武鉄道）－所沢－飯能－西武秩父（終点）

＜特急レッドアロー号利用の場合約80分＞

熊谷－（秩父鉄道）－秩父

※当日は、次のとおり送迎車を運行いたしますのでご利用ください。

　尚、各駅には、出発5分前のお迎えとなります。

西武秩父駅　　　午前10時00分発

秩父鉄道秩父駅　午前10時05分発

■タクシー

西武秩父駅より７分

秩父鉄道秩父駅より５分

地図




